
＊1 割引の詳細は｢団体保険の特徴｣をご確認ください｡

他人への賠償責任への備え がんのリスクへの備え病気やケガへの備え

©2024東京海上日動火災保険株式会社



*1 神戸地方裁判所､2013年7月4日判決事例
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上記は､東京海上日動が作成した架空の事故例であり､過去に実際に発生したものではありません｡治療内容により､上記以外の保険金もお支払いの対象と
なる場合があります｡公的医療保険については｢公的医療保険とは｣のページをご参照ください｡
*1 出典：(公財)生命保険文化センター｢令和4年度 生活保障に関する調査｣
*2 出典：厚生労働省｢令和4(2022)年医療施設(動態)調査･病院報告の概況｣



※70歳未満､月給27万円以上51.5万円未満の給与所得者の例｡医療費の自己負担額は高額療養費制度を利用した場合(実際の自己負担額は
個別のケースにより異なります｡公的医療保険については｢公的医療保険とは｣のページをご参照ください｡)

※ご加入タイプや診断･治療内容により､上記のがん診断保険金以外の保険金もお支払いの対象となる場合があります｡
*1 出典：(公財)生命保険文化センター ｢医療保障ガイド｣(2022年10月改訂版)をもとに東京海上日動にて作成

(胃がんで15日間入院したケース)*1

*1 所得補償､医療補償､がん補償､介護補償にご加入の場合は加入依頼書等の質問事項(健康状態告知)にお答えいただくことでご加入いただけます｡告知
いただいた内容によっては､ご加入をお断りすることがあります｡

*2 自動セットのサービス詳細は｢サービスのご案内｣をご参照ください｡
*3 詳細は｢保険の対象となる方(被保険者)について｣をご参照ください｡
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や をしたとき､公的医療保険に加えて
があると安心です｡

公的医療保険って？

病気やケガのリスクに備えるための手段である保険には､大きく分けて公的医療保険と
民間保険があります｡

公的医療保険とは

健康保険､国⺠健康保険､後期⾼齢者医療制度とは､病気やケガをしたときに医療費の一部が軽
減される制度です｡医療保険行為を受けた医療機関で保険証を提示すると､医療費の⾃⼰負担額
が原則１〜３割になります｡

年齢 一般所得者等 一定以上所得者 現役並み所得者
75歳以上 １割負担 ２割負担

３割負担
70～74歳 ２割負担

6歳(義務教育就学後)～69歳 ３割負担
義務教育就学前 ２割負担(自治体により異なる)

【出典】厚生労働省のホームページ等をもとに東京海上日動にて作成
※2023年10月時点の内容(東京海上日動調べ)を記載しています｡詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください｡

70歳未満の場合の上限額

所得区分 ひと月の上限額
(世帯ごと)

4回目からの
上限額*1

① 年収約1,160万円以上 252,600円+
(医療費－842,000円)×1% 140,100円

② 年収約770万円〜
約1,160万円

167,400円+
(医療費－558,000円)×1% 93,000円

③ 年収約370万円～
約770万円

80,100円+
(医療費－267,000円)×1% 44,400円

④ 年収約370万円以下 57,600円 44,400円

⑤ 住⺠税非課税者 35,400円 24,600円

*1 過去12か⽉以内に3回以上､上限額に達した場合は､4回目以降から｢多数回｣該当となり､上限額が下がります｡
※2023年10月時点の内容(東京海上日動調べ)を記載しています｡詳細はご加入の各公的医療保険の窓口等にお問い合わせください｡

医療機関等の窓口で支払う医療費が１か月(１日から末日まで)で上限額を超えた場合に､年齢
や所得に応じて超過した部分が払い戻される制度です｡

【出典】厚生労働省のホームページ等をもとに東京海上日動にて作成

公的医療保険を活用しても自己負担は発生し､療養期間が長引くことで負担も大きくな
ります｡また､ 等､公的医療保険が適用されない費用も
あります｡

公的医療保険はあるけれど･･･



(ケガへの備え)

(病気やケガで働けない時への備え)

(病気やケガへの備え)

(がんのリスクへの備え)

(介護への備え)

(他人への賠償責任への備え)

【賠償責任に関する補償】

【費用に関する補償】
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本人型
家族型補償(本人型以外)

傷害補償 賠償･財産･費用に
関する補償*2

① 一般社団法人 日本言語聴覚士協会の会員 ○ ○ ○

② ①の方の
ご家族

配偶者､お子様､ご両親､ご兄弟 ○ ○ ○

①の方と同居されているご親族･
使用人の方 ○ × ○

※保険の対象となる方(被保険者)ご本人*1について年齢*3等の加入条件がある補償があります｡詳細は｢補償ラインナップ(基本補償)｣の各ページをご確認ください｡

*1 加入依頼書等に｢保険の対象となる方(被保険者)ご本人｣として記載された方をいいます｡
*2 個人賠償責任､弁護士費用等(人格権侵害等)をいいます｡
*3 団体契約の始期日時点の年齢をいいます｡

保険の対象となる方(被保険者)の範囲は､基本補償ごとの｢型｣により以下のとおりとなります｡
※基本補償により､選択可能な｢型｣が異なります｡｢補償ラインナップ(基本補償)｣の各ページをご確認ください｡

本人型 家族型

① ご本人*1 ○ ○

② ご本人*1の配偶者 － ○

③ ご本人*1またはその配偶者の同居のご親族 － ○

④ ご本人*1またはその配偶者の別居の未婚のお子様 － ○
※保険の対象となる方の続柄は､傷害または損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます｡
※個人賠償責任において､ご本人*1が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は､未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定
の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります｡)｡

*1 加入依頼書等に｢保険の対象となる方(被保険者)ご本人｣として記載された方をいいます｡
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本人型

① ご本人*1 ○

② ご本人*1の配偶者 －

③ ご本人*1のお子様 －
*1 加入依頼書等に｢保険の対象となる方(被保険者)ご本人｣として記載された方をいいます｡

【｢保険の対象となる方(被保険者)について｣における用語の解説】
(１)配偶者：婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状

態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります｡婚約とは異なります｡)｡
①婚姻意思*1を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

(２)親族 ：６親等以内の血族または３親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません｡)｡
(３)未婚 ：これまでに婚姻歴がないことをいいます｡

*1 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます｡



日常生活全
般プラン
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保険期間：１年間
団体割引：５％

特定感染症危険補償特約*2 － 〇 － 〇

就業中のみの危険補償特約 － － － 〇

ご
本
人

死亡･後遺障害保険金額 500万円 500万円 500万円 100万円

入院保険金日額*3(１日あたり) 4,000円 4,000円 4,000円 5,000円

通院保険金日額(１日あたり) 2,000円 2,000円 2,000円 1,500円

配
偶
者

死亡･後遺障害保険金額

－ －

500万円

－入院保険金日額*3(１日あたり) 4,000円

通院保険金日額(１日あたり) 2,000円

ご
親
族

死亡･後遺障害保険金額

－ －

500万円

－入院保険金日額*3(１日あたり) 4,000円

通院保険金日額(１日あたり) 2,000円

保険料(月払) 1,500円 1,630円 5,190円 280円

※各タイプにつき､｢金額｣または｢〇｣の記載がある特約はセットしており､｢－｣の記載がある特約はセットしておりません｡
※ ｢就業中限定プラン｣は､住居と職場を同じくする方､就業中とそれ以外の場合との区別が明らかでない職種の方(企業等の役員､個人事業主､船舶乗組員等)はご加入
いただけません｡

*1 ｢日常生活全般プラン｣･ ｢就業中限定プラン｣の保険料は､保険の対象となる方ご本人の職種級別によって異なります｡表示の保険料は職種級別Ａ(事務従事者､
学生､家事従事者等､職種級別B以外)の方を対象としたものです｡職種級別B(自動車運転者､建設作業者､農林業作業者､漁業作業者､採鉱･採石作業者､木･
竹･草･つる製品製造作業者)の方は､《お問い合わせ先》までご連絡ください｡ なお､家族型において､保険の対象となる方ご本人が職種級別Ｂに該当するときは､他の
方を保険の対象となる方ご本人とすることにより､保険料が安くなることがありますので､詳しくは《お問い合わせ先》までご連絡ください｡

*2 特定感染症による後遺障害､入院､通院を補償します(死亡保険金､手術保険金はお支払いの対象外です｡)｡
*3 手術保険金のお支払い額は､入院保険金日額の１０倍(入院中の手術)または５倍(入院中以外の手術)となります｡ 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術

があります｡
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＊1 保険金をお支払いしない期間をいいます｡免責期間は｢補償の概要等｣をご確認ください｡

【例 免責期間７日間のタイプにご加入の場合】

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

保険期間

働けない期間

免責期間

保険金支払対象期間
(就業不能期間)

･職業：一般事務従事者
･平均月間所得額：40万円
･所得補償保険金額：20万円
･てん補期間：1年間
･免責期間：7日
Ａさん(35歳)は病気で3月25日から7月15日まで
入院し､その後9月15日まで自宅で療養しました｡
この場合お受け取りいただく保険金は？

≪免責期間≫
3月25日～3月31日(7日間)
≪保険金支払対象期間(就業不能期間)≫
4月1日～8月31日までの5か月間と9月1日～15日までの15日間の合計
≪お支払いする保険金≫
(20万円×5か月)＋(20万円×15日/30日)＝
※1か月未満の就業不能期間については1か月を30日として日割計算で保
険金をお支払いします｡



保険期間：１年間
団体割引：５％

所得補償保険金額(月額) 1万円 1万円

保険料
(月払)

１５～１９歳 70円 60円

２０～２４歳 100円 90円

２５～２９歳 110円 100円

３０～３４歳 130円 120円

３５～３９歳 170円 150円

４０～４４歳 210円 180円

４５～４９歳 240円 210円

５０～５４歳 280円 240円

５５～５９歳 300円 260円

６０～６４歳 310円 270円

※所得補償保険金額は､平均月間所得額*2の範囲内､かつ､加入限度口数以下で設定してください｡
※保険料は保険の対象となる方ご本人の職種や年齢*3によって異なります｡表示の保険料は､基本級別２級(言語聴覚士等)の方､基本級別１級(一般事務従事者等)
の方を対象としたものです｡それ以外の方は､≪お問い合わせ先≫までご連絡ください｡

※保険の対象となる方ご本人としてご加入いただける方は､年齢*3が満１５歳以上の方に限ります｡

*1 保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいます｡
*2 直前１２か月における保険の対象となる方ご本人の所得*4の平均月額をいいます｡
*3 団体契約の始期日時点の年齢をいいます｡
*4 ｢加入依頼書等に記載の職業･職務によって得られる給与所得･事業所得･雑所得の総収入金額｣から｢就業不能の発生にかかわらず得られる収入｣および｢就業不

能により支出を免れる金額｣を控除したものをいいます｡
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